
　

利用配分計画各筆明細

現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

米子市和田町 冷池 畑 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
1523-1 364.00 普通畑 円/筆・年 農業農村担い －

3,000 手育成機構の
　 指定する日に

1 件 　 口座振替
計 364.00

米子市今在家 上塚本 田 賃貸借権設定 9年 11か月 (公財)鳥取県
638 1,629.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市今在家 上坪 田 5,000 手育成機構の
611 2,305.00 　 指定する日に

米子市今在家 蓮池 田 口座振替
512 2,178.00

米子市今在家 蓮池 田
520 2,514.00

米子市蚊屋 八幡田 田
628-1 1,174.00

米子市蚊屋 八幡田 田
628-3 111.00

米子市赤井手 下片渕 田
1344 2,994.00

米子市赤井手 下片渕 田
1345 1,235.00

米子市今在家 下井ノ上 田
483 1,579.00

米子市今在家 洞ノ上 田
553 1,918.00

米子市赤井手 下反ケ坪 田 　 　 　 (公財)鳥取県
1206 4,466.00 　 Kg／3筆・年 農業農村担い 　

米子市今在家 上井ノ上 田 270 手育成機構の
533 1,219.00 　 指定する日ま

米子市今在家 上井ノ上 田 でに物納
534 3,068.00

米子市赤井手 東貴船 田
777 896.00 Kg／筆・年

30

14 件
計 27,286.00

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

　 　
　

　 　

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

1

平成36年3月31日
平成31年5月1日

井田　秀人

2
平成31年5月1日

株式会社　巌生産組合 平成41年3月31日
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市大篠津町 森ノ南 畑 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
2131 274.00 普通畑 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市大篠津町 森ノ南 畑 10,000 手育成機構の
2132 287.00 　 指定する日に

米子市大篠津町 森ノ南 畑 口座振替
2133 1,011.00

米子市大篠津町 森ノ南 畑
2134 128.00

米子市大篠津町 森ノ南 畑
2136 449.00

5 件
計 2,149.00

米子市彦名町 粟島山西 田 使用貸借権設定 4年 11か月 
1291 82.00 水田 － － －

米子市彦名町 学校上三 畑 賃貸借権設定 　 　 (公財)鳥取県
2593-1 203.00 普通畑 円／6筆・年 農業農村担い 　

米子市彦名町 学校上三 畑 12,000 手育成機構の
2594-1 109.00 　 指定する日に

米子市彦名町 学校上三 畑 口座振替
2594-2 146.00

米子市彦名町 学校上三 畑
2594-4 454.00

米子市彦名町 学校上三 畑
2595-1 96.00

米子市彦名町 学校上三 畑
　 2595-2 338.00

米子市彦名町 粟島山西 畑 　 　 　 　
1289 799.00 　 円／2筆・年 　 　

米子市彦名町 粟島山西 畑 14,000 　
1290 565.00 　 　

　
9 件

計 2,792.00
米子市二本木 板橋 田 使用貸借権設定 9年 11か月 
1507 622.00 水田 － － －

米子市淀江町佐陀 上場 田
1584-1 1,305.00

2 件
計 1,927.00

　
　 　

川口　剛敏

　
　

　

4
平成31年5月1日
平成36年3月31日

平成36年3月31日

　

3

平成41年3月31日

平成31年5月1日
大谷　昂史

大原　廣信

　

5
平成31年5月1日
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市淀江町西原 中真砂田 畑 使用貸借権設定 4年 11か月 
1275-2 739.00 普通畑 － － －

米子市淀江町西原 東真砂田 畑 賃貸借権設定 　 　 (公財)鳥取県
1278-3 2,530.00 普通畑 円/10ｱｰﾙ・年 農業農村担い 　

12,000 手育成機構の
　 指定する日に

2 件 口座振替
計 3,269.00

米子市高島　河端 畑 賃貸借権設定 9年 11か月 (公財)鳥取県
308-3 1,419.00 普通畑 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

8,000 手育成機構の
米子市古豊千 高田前ノ下 田 賃貸借権設定 　 指定する日に
12 4,621.00 水田 口座振替

米子市古豊千 高田前ノ下 田
19 4,376.00

米子市高島 河端 田
308-4 24.00 　

米子市高島 村ノ前 田
223-1 1,008.00

5 件
計 11,448.00

米子市橋本 松ケ坪 田 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
785-1 2,279.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市橋本 松ケ坪 田 5,000 手育成機構の
785-2 70.00 　 指定する日に

米子市橋本 松ケ坪 田 口座振替
785-3 520.00

3 件
計 2,869.00

米子市下郷 縄手添ノ一 田 使用貸借権設定 4年 11か月 
505 1,297.00 水田 － － －

米子市淀江町中間 石業 田 賃貸借権設定 　 　 (公財)鳥取県
957 3,640.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い 　

3,000 手育成機構の
　 指定する日に

米子市淀江町中間 芋尻一 田 　 　 　 口座振替
903 2,995.00 　 円／10ｱｰﾙ・年 　 　

5,000 　
　 　

3 件 　
計 7,932.00

　 　

　

　 　
　

島中　俊郎 平成36年3月31日

　 　
　
　

9

小西　大地

8
平成31年5月1日

平成31年5月1日

7
平成31年5月1日

平成36年3月31日

　 　
　

小林　利夫 平成36年3月31日

　 　

6

平成41年3月31日

平成31年5月1日
株式会社　耕作
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市赤井手 小谷 田 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
587-1 685.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

1,000 手育成機構の
指定する日に

米子市尾高 坂ノ下 田 9年 11か月 　 口座振替
2930-3 297.00 円／10ｱｰﾙ・年 　

5,000
　

2 件 　
計 982.00

米子市八幡 北柳ケ本 田 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
489-1 1,802.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市八幡 北柳ケ本 田 3,000 手育成機構の
490-1 2,317.00 　 指定する日に

米子市八幡 塚田 田 口座振替
871 1,664.00

米子市八幡 塚田 田
870-1 2,200.00

米子市八幡 塚田 田
870-2 387.00

米子市八幡 原ノ内 田
853 117.00

6 件
計 8,487.00

米子市上安曇 六反田 田 使用貸借権設定 9年 11か月 
912 1,618.00 水田 － － －

米子市上安曇 深田 田 賃貸借権設定 　 　 (公財)鳥取県
1002 3,053.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い

米子市上安曇 深田 田 3,000 手育成機構の
1003-1 2,600.00 　 指定する日に

米子市上安曇 深田 田 口座振替
1003-2 336.00

米子市大袋 川堀 田 　 　 　 　
466 3,207のうち 　 円／10ｱｰﾙ・年 　

2,880.00 5,000 　

米子市大袋 丸山 田
566 3,003.00 円／10ｱｰﾙ・年

米子市大袋 大坪 田 7,000
529 3,046.00

　 　

　 　
　

　 　

12

　 　
　

　 　

棚田　形之 平成36年3月31日

平成41年3月31日種　　祐希
平成31年5月1日

　
平成31年5月1日
平成41年3月31日

11
平成31年5月1日

10
平成31年5月1日
平成36年3月31日下本　哲弘
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市大袋 小松 田 賃貸借権設定 9年 11か月 (公財)鳥取県
574 850.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市大袋 小松 田 7,000 手育成機構の
575 2,618.00 　 指定する日に

米子市大袋 丸山 田 口座振替
552 2,458.00

米子市大袋 丸山 田
559 135.00

米子市上安曇 六反田 田
913 1,383.00

12 件
計 23,980.00

米子市淀江町福岡 神子田 田 賃貸借権設定 2年 11か月 (公財)鳥取県
1631-1 2,093.00 水田 円／3筆・年 農業農村担い －

米子市淀江町福岡 神子田 田 23,500 手育成機構の
1631-2 903.00 　 指定する日に

米子市淀江町福岡 腰巻 田 口座振替
1655-1 1,785.00

米子市淀江町福岡 腰巻 田 　 4年 11か月 　
1641-1 2,695.00 　 円／2筆・年 　 　

　 　 米子市淀江町福岡 腰巻 田 20,000 　
1642 1,471.00 　 　

米子市淀江町中西尾 河原田 田 　 　 　 (公財)鳥取県
482 1,000.00 　 Kg／筆・年 農業農村担い 　

30 手育成機構の
　 指定する日ま

米子市淀江町中西尾 河原田 田 　 　 　 でに物納
481 2,609.00 　 Kg／筆・年

60
　

米子市淀江町福岡 隅田 田 　 　 　 (公財)鳥取県
1933-1 1,708.00 　 円／2筆・年 農業農村担い

米子市淀江町福岡 分田 田 8,100 手育成機構の
1988-1 1,052.00 　 指定する日に

米子市淀江町福井 上河原田 田 　 　 　 口座振替
318 1,032.00 　 円／筆・年

米子市淀江町福岡 神子田 田 5,000
1637-1 971.00 　

米子市淀江町中西尾 鮒ケ口 田
437 3,094.00 円／筆・年

15,000
　

　 　

13
平成31年5月1日

野津　好美 平成34年3月31日

　 　
　

　 　
　

　 　

　 　
　

　 　

12
平成31年5月1日

種　　祐希 平成41年3月31日

　
平成31年5月1日
平成36年3月31日
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市淀江町福岡 住持給 田 賃貸借権設定 6年 11か月 (公財)鳥取県
1607-1 1,861.00 水田 ㎏／2筆・年 農業農村担い －

米子市淀江町福岡 住持給 田 120 手育成機構の
1607-2 1,200.00 　 指定する日ま

　 でに物納
14 件 　 　

計 23,474.00 　
米子市彦名新田 畑 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
617 3,054.00 普通畑 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

15,000 手育成機構の
　 指定する日に

1 件 口座振替
計 3,054.00

米子市葭津 外堀前 畑 使用貸借権設定 9年 11か月 
228 244.00 普通畑 － － －

米子市葭津 外堀前 田 使用貸借権設定
229-2 423.00 水田

2 件
計 667.00 　

米子市二本木 心斉坪ノ弐 田 賃貸借権設定 6年 11か月 (公財)鳥取県
843 1,050.00 水田 Kg／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市二本木 角田 田 20 手育成機構の
841 1,014.00 　 指定する日ま

米子市二本木 角田 田 でに物納
842 1,009.00

米子市二本木 的場 田
528 1,243.00

米子市淀江町佐陀 縄手 田 　 9年 11か月 (公財)鳥取県
1639 1,948.00 　 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い

米子市淀江町佐陀 縄手 田 3,000 手育成機構の
1640 1,110.00 　 指定する日に

米子市淀江町佐陀 縄手 田 口座振替
1650-1 1,897.00

米子市淀江町佐陀 縄手 田
1650-3 903.00

8 件
計 10,174.00

米子市諏訪 西棚谷 田 賃貸借権設定 4年 10か月 (公財)鳥取県
2101 2,189.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

5,000 手育成機構の
　 指定する日に

1 件 口座振替
計 2,189.00

17
平成31年5月1日

長谷川　光昭 平成36年2月29日

平成38年3月31日

有限会社　橋本青果 平成41年3月31日

　

平成38年3月31日

14
平成31年5月1日

羽島　正樹 平成36年3月31日

　 　
平成31年5月1日

　 平成41年3月31日

16
平成31年5月1日

能登路　幸輝

　 　

平成31年5月1日

15
平成31年5月1日

13

野津　好美
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市水浜 地アミ 田 賃貸借権設定 2年 11か月 (公財)鳥取県
357 3,007.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

3,000 手育成機構の
　 指定する日に

1 件 口座振替
計 3,007.00

米子市彦名町 乗越川一 畑 使用貸借権設定 2年 11か月 
2051 852.00 普通畑 － － －

米子市彦名町 乗越川一 畑
2052 1,586.00

米子市彦名町 乗越川一 畑
2049-1 228.00

米子市彦名町 乗越川一 畑
2050-1 1,052.00

4 件
計 3,718.00

米子市日下 日下原 畑 賃貸借権設定 4年 11か月 (公財)鳥取県
1336-36 9,130.00 普通畑 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

8,000 手育成機構の
　 指定する日に

1 件 口座振替
計 9,130.00

米子市古市 カハラケ田 田 使用貸借権設定 4年 11か月 
944-1 1,738.00 水田 － － －

米子市古市 庄畑 田
874 3,001.00

米子市古市 庄畑 田
875 3,226.00

米子市古市 庄畑 田
879-1 1,100.00

米子市古市 庄畑 田
879-2 1,733.00

米子市古市 八反田 田
837 1,479.00

米子市古市 八反田 田
838 3,147.00

7 件
計 15,424.00

平成36年3月31日

株式会社
ローソンファーム鳥取

平成36年3月31日

平成31年5月1日
向井　登志彦 平成34年3月31日

20
平成31年5月1日

19

21
平成31年5月1日

潮　隆博 　

18
平成31年5月1日
平成34年3月31日農事組合法人伯耆の郷
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現況地目 権利の種類

登記簿面積 ㎡ 権利の内容

現に権利の設定
を受けている者土 地 の 所 在 地

契約期間
開始年月日
終了年月日

賃借料

設 定 す る 権　利

支払方法

整理
番号

権利の設定を受ける者

権　利 を 設 定 す る 農 用 地

米子市別所 石佛 田 賃貸借権設定 9年 11か月 (公財)鳥取県
1919 1,408.00 水田 円／10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

米子市別所 上二重堤 田 3,000 手育成機構の
2107 2,276.00 　 指定する日に

口座振替
　

米子市別所 南壱町田 田 使用貸借権設定 　 　
2157 335.00 水田 － －

3 件
計 4,019.00

米子市富益町 米川東九 畑 賃貸借権設定 8年 9か月 (公財)鳥取県
3470 996.00 普通畑 円/10ｱｰﾙ・年 農業農村担い －

手育成機構の
8,000 指定する日に

1 件 　 口座振替
計 996.00

株式会社
富ますシルクﾌｧｰﾑ

　 　

22

23
平成31年5月1日
平成40年1月31日

平成31年5月1日
合同会社　長者原百姓 平成41年3月31日
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２　共通事項
この農用地利用配分計画の定めるところにより設定又は移転を受ける権利は、各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）賃借権の設定等の条件

（２）借賃の支払猶予

（３）借賃の改訂

（４）転貸又は譲渡

（５）遅延損害金

（６）修繕及び改良

（７）租税公課の負担

（８）賃借権又は使用貸借権の消滅

（９）目的物の返還

（10）賃借権又は使用貸借権に関する事項の変更の禁止

（11）権利取得者の責務

（12）機構関連事業について
甲が農地中間管理権を有している農用地等については、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

（13）その他
この農用地利用配分計画に定めのない事項及び農用地利用配分計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び鳥取県が協議して定める。

ア　乙は、この農用地利用配分計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ　乙は、法第21条第１項の規定により、毎年、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、甲に報告しなければならない。

ア　乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において土地所有者が当該土地を修繕する。ただし、緊急を要するときその他土地所
　　有者において修繕することができない場合で甲及び土地所有者の同意を得たときは、乙が修繕することができる。この場合において、乙が修繕の費用を支出したときは、甲
　　と協議のうえ土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。
イ　乙は、甲及び土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、甲、乙が別途定めるところによるほかは、民法、土地改良法等の法令に従う。

ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業災害補償法に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、甲、乙が別途定めるところによる。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙の負担とする。

天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部又は一部が滅失し、その目的を達することができなくなったときは、この農用地利用配分計画の定めるところ
により設定又は移転された賃借権又は使用貸借権は消滅する。

賃借権又は使用貸借権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又
は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

甲及び乙は、この農用地利用配分計画に定めるところにより設定又は移転される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び鳥取県が協議の上、真にやむを得ないと認められる場合
は、この限りでない。

各筆明細に定める公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構（以下「甲」という。）による賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転（以下「賃借権の設定等」という。）は、賃借権の設定等を受
ける者（以下「乙」という。）が当該賃貸借の設定等を受けた土地について次のいずれかに該当するときは解除をすることを条件とする。
ア　当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）（以下「法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。

甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、相当と認められる期日までにその支払を猶予する。

この農用地利用配分計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法第52条の農業委員会が提供する借賃の動向を勘案して、甲、乙が協議して定める額に改訂する。

乙は、本計画により権利の設定もしくは移転を受けた土地について転貸し、又は設定若しくは移転を受けた権利を譲渡してはならない。

ア　乙は、各筆明細に定める期日までに借賃を支払わない場合は、甲に対し、支払期日の翌日から支払日までの間を計算期間とする遅延損害金を支払わなければならない。
イ  遅延損害金は、鳥取県延滞金徴収条例（昭和２７年鳥取県条例第４５号）第３条の規定に準じて計算して得た額とする。


